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J BK FARM の地曵公
た か お

伯 ( 兄 ) さん、周
あ ま ね

嶺 ( 弟 ) さん兄弟は、共に大学で農業を学び、生まれ育っ
た万石地区で農業に従事する若手農家。公伯さんは、ブロッコリー、とうもろこし、長ねぎ、カ
リフラワー等の野菜類、周嶺さんは、マリーゴールド、球根類、アスター等の花卉類を栽培し、
農業を通して木更津の魅力を伝えたいと考えています。

（公伯さん）栽培面積が一番広いのはブロッコリー。農業を始めた当時、国産品は少なく高収

益作物としての需要が見込まれ開始した。とうもろこしは木更津市の主要品目の一つで、市場

やスーパー等への出荷以外に、自ら販売でき収益性の高いのも魅力。敷地内に J BK FARM の

直売所を設け、妻が直売所の運営、マルシェ、宣伝等を行っている。おかげで、自分が納得の

ゆく野菜を作ることができ感謝している。何よりも、万石の農産物を地域の人に食べてもらえ、

農業を通して地域への関心を持ってもらうきっかけになっている。将来は、学生時代に専攻し

ていた果樹栽培を行い、観光果樹園として地域の皆さんに愛される農家を目指している。

（周嶺さん）きっかけは、父親が花を栽培していたのを見て育ったこと。子供の頃から温室を

遊び場としていたが、使われなくなった温室が荒れていくのをなんとかしたいという思いもあ

った。花の市場価格が下落する中、成功する人の存在を知り、父から引継いで始めた。球根類

を主体にし、南アフリカ原産のオーニソガラム等１５品種の球根類を切花として東京大田市場

や地元の花屋等に出荷している。中郷に井戸水が自噴する自作地があり、ゆくゆくは井戸水を

使った園芸栽培を始めたい。

（左から）地曵周
あ ま ね

嶺さん・未
み さ と

智さん ・友
ゆ り え

理江さん・公
た か お

伯さん
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農
家
の
皆
様
に
は
、
日
頃
よ
り

農
業
委
員
会
活
動
の
推
進
に
あ
た

り
、
ご
理
解
ご
協
力
を
賜
り
、
心

よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
七
月
、
第
二
十
五
期
農
業

委
員
会
の
会
長
を
仰
せ
つ
か
り
ま

し
た
。
新
た
に
市
長
か
ら
任
命
さ

れ
た
十
八
人
の
農
業
委
員
と
農
業

委
員
会
が
委
嘱
し
た
十
九
人
の
農

地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
と
が
連

携
・
協
力
し
、
農
業
者
の
地
位
安

定
と
地
域
農
業
の
振
興
の
た
め
努

力
し
て
い
く
所
存
で
す
の
で
、
何

卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日

に
発
生
し
た
能
登
半
島
地
震
で
亡

く
な
ら
れ
た
方
々
に
、
心
よ
り
哀

悼
の
意
を
表
し
ま
す
と
と
も
に
、

被
災
さ
れ
た
方
々
に
お
見
舞
い
を

申
し
上
げ
ま
す
。
今
も
な
お
、
大

勢
の
方
が
避
難
生
活
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
被
災
地
の

一
日
も
早
い
復
旧
・
復
興
を
心
か

ら
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

本
市
農
業
を
取
り
巻
く
状
況
は
、

昨
年
は
異
常
気
象
に
よ
る
猛
暑
が

続
き
、
水
不
足
に
見
舞
わ
れ
、
基

幹
作
物
で
あ
る
米
に
も
影
響
を
及

ぼ
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
「
令
和
五

年
度
木
更
津
産
米
食
味
分
析
コ
ン

ク
ー
ル
」
が
開
催
さ
れ
た
ほ
か
、

新
潟
県
中
魚
沼
郡
津
南
町
で
開
催

さ
れ
た
「
第
二
十
五
回
米
・
食
味

分
析
鑑
定
コ
ン
ク
ー
ル
国
際
大
会

in
つ
な
ん
」
で
は
、
都
道
県
代
表

お
米
選
手
権
の
金
賞
に
鈴
木
康
元

さ
ん
（
下
郡
）
が
、
小
学
校
部
門

特
別
優
秀
賞
に
木
更
津
市
立
鎌
足

小
学
校
が
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
事
は
大
変
喜
ば
し
く
、
本
市
の

農
業
者
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ア
ッ

プ
に
繋
が
る
も
の
と
感
じ
て
お
り

ま
す
。

　

ま
た
、
第
二
十
期
か
ら
第
二
十

四
期
ま
で
五
期
十
五
年
の
間
、
農

業
委
員
会
会
長
職
を
務
め
ら
れ
た

安
藤
一
男
氏
が
、
長
年
の
ご
功
績

が
認
め
ら
れ
、
令
和
五
年
十
一
月

三
日
付
を
も
っ
て
旭
日
単
光
章
の

栄
に
浴
さ
れ
ま
し
た
こ
と
、
農
業

委
員
会
と
い
た
し
ま
し
て
も
大
き

な
誇
り
で
あ
り
ま
す
。

　

農
業
委
員
会
で
は
、
「
農
地
法

等
に
基
づ
く
法
令
業
務
」
の
適
正

な
実
施
や
「
農
地
の
利
用
の
最
適

化
の
推
進
」
業
務
で
あ
る
、
遊
休

農
地
の
発
生
防
止
と
解
消
、
担
い

手
へ
の
農
地
利
用
集
積
、
新
規
参

入
の
促
進
活
動
に
務
め
て
ま
い
り

ま
す
。
ま
た
、こ
れ
ま
で
の
「
人
・

農
地
プ
ラ
ン
」
か
ら
法
的
に
位
置

づ
け
ら
れ
た
「
地
域
計
画
」
策
定

に
向
け
、
十
年
後
に
目
指
す
地
域

の
農
地
利
用
を
示
し
た
「
目
標
地

図
素
案
」
の
作
成
に
つ
い
て
、
地

域
の
農
業
者
と
と
も
に
進
め
て
ま

い
り
ま
す
。
ま
た
、
木
更
津
市
が

推
進
す
る
「
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
な
ま

ち
づ
く
り
」
の
一
環
で
あ
る
、
未

来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
、「
食
」

を
通
し
て
、
農
業
へ
の
関
心
を
高

め
、
食
育
や
地
産
地
消
の
促
進
に

繋
げ
る
た
め
に
も
、
農
家
の
皆
さ

ん
と
協
力
し
て
学
校
給
食
米
一
〇

〇
％
有
機
化
に
向
け
た
取
り
組
み

に
も
積
極
的
に
参
加
し
て
ま
い
り

ま
す
。

　

今
後
も
、
農
業
者
が
、
将
来
に

希
望
が
持
て
る
よ
う
な
地
域
作
り

の
た
め
に
も
、
皆
様
方
の
よ
り
一

層
の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
賜
り
ま

す
よ
う
お
願
い
し
、
挨
拶
と
い
た

し
ま
す
。

　

農
地
を
耕
作
す
る
目
的
で
売
買
・
貸
し
借
り
す
る
場
合
や
、
市
街
化
調

整
区
域
内
の
農
地
を
農
地
以
外
に
転
用
（
用
途
変
更
）
す
る
場
合
は
、
農

業
委
員
会
ま
た
は
知
事
の
許
可
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
許
可

申
請
を
し
て
い
た
だ
き
、
農
業
委
員
会
総
会
で
許
可
・
審
査
を
し
ま
す
。

　

許
可
を
受
け
ず
に
売
買
や
貸
し
借
り
、
転
用
を
し
て
い
る
場
合
は
違
反

と
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
事
前
に
許
可
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

総会開催予定日 許可申請書 提出期限

９回 ４月８日（月曜） ３月18日（月曜）

10回 ５月８日（水曜） ４月16日（火曜）

11回 ６月７日（金曜） ５月16日（木曜）

12回 ７月５日（金曜） ６月17日（月曜）

13回 ８月６日（火曜） ７月16日（火曜）

14回 ９月９日（月曜） ８月16日（金曜）

15回 10月８日（火曜） ９月17日（火曜）

16回 11月６日（水曜） 10月16日（水曜）

17回 12月９日（月曜） 11月18日（月曜）

18回 １月８日（水曜） 12月16日（月曜）

19回 ２月７日（金曜） １月16日（木曜）

20回 ３月６日（木曜） ２月17日（月曜）

【 農業委員会総会日程表 】

※ 総会開催日は変更になることがありますので、申請等がある場合は事務局に
ご確認ください。

令
和
六
年
度
の
総
会
日
程

会
長
あ
い
さ
つ

会
長
あ
い
さ
つ

木
更
津
市
農
業
委
員
会　

会
長

杉

山

孝
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「
全
国
農
業
新
聞
」
は
、
全
国
農

業
会
議
所
が
発
行
す
る
、
経
営
と
暮

ら
し
に
役
立
つ
農
業
専
門
誌
で
す
。

「
週
刊
」
を
活
か
し
、
農
政
の
動
き

や
技
術
・
流
通
な
ど
、
農
業
に
関
す

る
最
新
の
情
報
を
お
届
け
し
て
い
ま

す
。
県
内
の
農
業
の
様
子
や
、
木
更

津
市
内
の
情
報
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

紙
面
は
見
や
す
い
オ
ー
ル
カ
ラ
ー
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。

　

興
味
の
あ
る
方
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
お
渡
し
し
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
木
更
津
市
農
業
委
員
会
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

■

発
行
日　

毎
週
金
曜
日
発
行
（
月
４
回
）

：：

　

■

購
読
料　

月
額
七
〇
〇
円
（
送
料
、
税
込
み
）

　

農
地
転
用
を
す
る
と
き
は
、
転
用
す
る
前

に
農
地
法
に
よ
る
手
続
き
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

市
街
化
調
整
区
域
内
に
あ
る
農
地
は
転
用

が
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
お
り
、
許
可
な
く
転

用
す
る
と
農
地
法
違
反
と
な
り
ま
す
。
な

お
、
砂
利
を
敷
く
・
土
を
入
れ
る
・
簡
易
な

倉
庫
を
つ
く
る
と
い
う
行
為
も
手
続
き
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
事
前
に
農
業
委

員
会
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
市
街
化
区
域
内
に
あ
る

農
地
は
、
事
前
に
届
出
が
必
要
で

す
。
詳
し
い
手
続
き
方
法
に
つ
い

て
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪
化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。これまで任意だった相続登記が義務化されます。

　相続人は、不動産（土地・建物）を相続で取得を知った日から３年以内に、相続登記することが法律上の義務にな
ります。
　また、令和６年４月１日よりも前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
（３年間の猶予期間があります。）
正当な理由がないのに相続登記をしないと１０万円以下の過料が科される可能性があります。

　遺言による場合や遺産分割協議による場合など、ケ－スによって必要書類が異なるため、詳しくは法務局へお問い
合わせください。　千葉地方法務局木更津支局　０４３８－２２－２５３１

編
集
後
記

編
集
後
記

　

農
業
委
員
会
は
、
地
域
計
画
の
策
定
に
向
け
て
、
目

標
地
図
の
素
案
を
作
成
す
る
役
割
を
担
い
ま
す
の
で
、

皆
様
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▼
編
集
部
で
は
、
農
委
だ
よ
り
に
登
場
し
て
い
た
だ
け

る
農
家
さ
ん
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
自
身
の
こ
と
を
紹

介
し
て
ほ
し
い
方
、
お
知
り
合
い
の
農
家
さ
ん
を
紹
介

し
た
い
方
の
ご
連
絡
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

農地法に違反した場合の罰則
３年以下の懲役、または３００万円以下

（法人は１億円以下）の罰金

相続登記の義務化とは？

申請について詳しいことは

全
国
農
業
新
聞
を

　
　

購
読
し
ま
せ
ん
か

ご存じですか？ 相続登記が義務化相続登記が義務化 されます！ 令和６年４月１日
スタート


